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１．基本理念 

基本理念とは、計画の根底にある基本的な考え方のことで、この計画に携わるすべての

人々にとって「合言葉」のようなものです。 

本計画の基本理念は、東海村の新たな計画「まちづくりの羅針盤」が示す方向に沿うと

ともに、「東海村地域福祉計画推進会議」に参画した幅広い世代の村民が、「『福祉』と

は」、「あなたにとって『つながり合い』『支え合い』とは」などさまざまなテーマにおい

て議論を重ねるなかで多く語られた言葉をつむぎ、次のとおりとしました。 

 

解かり合い 支え合い ともにつくる ここちよいムラ 

 

 

２．基本目標 

基本理念にうたう「ムラづくり」を進めるため、次の３つの基本目標を設定し、これか

ら５年間の東海村の地域福祉を推進します。 

 

基本目標１ 地域の仲間を増やそう  ～「出会い」から始まる福祉の輪～ 

地域を支えている人の高齢化が進む一方で、共働き世帯や高齢になっても働く人が増え、地域

活動の担い手不足が深刻化しています。ここちよい地域を守り・発展させるため、人と人との関

わりを貴重な出会いの機会と捉え、地域の仲間づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

何年か先を考えると、 

自分たちのような若い世代が頑張り 

自分ができる地域活動を通じて 

自分が住む地域を支えたい。 

 -東海村地域福祉計画推進会議での委員からの意見- 
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基本目標２ 誰もがつながる地域をつくろう  ～「できなさそう」を「できる」にする地域力～ 

人々が抱える複雑な生活課題を地域の力で解決に導くために、一人ひとりができる範囲で協力

しあえるよう、その基盤となる「地域のつながり」を確かなものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ すべての人の暮らしと権利を守ろう  ～みんな守られみんなしあわせになれるムラ～ 

地域に暮らすさまざまな人～ジェンダー（社会的性別）、こども・若者・高齢者、障がいのあ

る人・ない人、日本人・外国人～の権利が等しく守られ、安心して生活できる環境の整備に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

-東海村地域福祉計画推進会議での委員からの意見- 

 

  

 

権利擁護は、 

住民全体を対象として 

取り組むことが望ましい 

のではないか。 

声を上げにくい人たちの存在に 

もっと目を向ける 

必要があると思う。 

小学生の頃は地域との関わりがあったが、 

中学生以降なくなっていた。 

でも、東海村高校生会に加入し、 

ボランティア活動などの機会を通じて多くの人と 

つながることができ、良い経験ができた。 

 

 

-東海村地域福祉計画推進会議での委員からの意見- 

権利擁護 
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３．施策の体系 

 

 

 

基本 

理念 
 基本目標 

 
施策の方向性 

     

解
か
り
合
い 

支
え
合
い 

と
も
に
つ
く
る 

こ
こ
ち
よ
い
ム
ラ 

 

１ 地域の仲間を 

増やそう 

 

～「出会い」から始まる 

福祉の輪～ 

 地域福祉の考え方やおもしろさを分かりやすく伝え、住民が地

域福祉活動に参加しやすくなるようなきっかけをつくります。 

効果的な情報の発信と共有を通して地域の課題を把握し、住民

が無理なく地域福祉活動に参加できる環境を整えます。 

地域に根差した福祉活動の意義や成果を住民が実感できるよ

う支援し、参加の継続につなげます。 

地域福祉の推進に必要な知識を行政職員が学ぶことで、一人ひ

とりのスキルアップを図ります。 

    

 
２ 誰もがつながる 

地域をつくろう 

 

～「できなさそう」を 

「できる」にする 

地域力～ 

 多様化する生活課題に向き合うため、支援体制を整え、必要な

人に適切な支援が届くようにします。 

世代を超えたつながりや新たな役割が生まれるよう、誰もが関

われる居場所づくりを進めます。 

個人情報の保護と活用のルールを整理し、地域や関係機関が適

切に活用することで、よりよいネットワークを構築します。 

地域ごとの実態や課題を把握し、それぞれに応じた課題解決に

活かします。 

 
 あいさつや交流が自然に生まれる機会を増やすことで、住民同

士のつながりが広がる地域を目指します。 

    

 

３ すべての人の 

暮らしと権利を 

守ろう 

 

～みんな守られ 

みんなしあわせに 

なれるムラ～ 

 住民や事業者が適切に避難できるよう、災害時の行政職員の実

践力及び知識の向上を図ります。 

地域住民主体の見守り活動や防犯活動を支援します。 

地域の実情に応じた交通サービスを充実させ、移動に不安を抱

える住民の生活を支援します。 

安全・安心な生活のために必要な情報を提供し、サービス利用

を促進します。 

すべての住民の尊厳が守られるよう、権利侵害を早期に把握

し、関係機関と連携した支援につなげます。 

【成年後見制度利用促進基本計画】 

成年後見制度を整備し、サービスの利用促進を図ります。 


